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第 1 章 計画策定にあたって  
  

１ 計画策定の背景と趣旨  

（１）計画策定の背景  

健康をめぐる社会環境の変化を見ると、我が国は、国民の生活水準の向上や社会保障制

度の充実、医療技術の進歩等により世界有数の長寿国となっています。一方、急速な少子高

齢化、朝食の欠食等の不規則な食事の増加や栄養の偏った食生活、運動不足などによる健

康リスクの増大をはじめ、悪性新生物や虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病

を抱え、寝たきりや認知症など要介護の増加、家庭・地域社会における関係の希薄化が進ん

でいます。  

今後、さらに高齢化が進展し、生活習慣病の増加により、医療や介護にかかる負担が年々

増加していくことが予測されており、平均寿命だけでなく、健康で自立した生活を送ること

ができる健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）の延伸

が求められています。  

このため、個人の健やかで自立した生活を維持するためにも、健康寿命を延ばすことが緊

急の課題となっています。  

また、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、生活に大きな影響が

ありました。外出自粛の長期化や生活様式の変化等に伴い、ストレスの蓄積や運動不足など

心身の健康への影響が懸念されており、対策が必要となっています。  

  

（２）国の動向  

平成１２年の「健康日本２１」開始以来、基本的な法制度の整備や仕組みの構築、自治体、

保険者、企業、教育機関など多様な主体による予防・健康づくり、データヘルス・ＩＣＴの活用、

社会環境整備といった、当初にはなかった新しい要素の取り込みがあり、こうした諸活動に

よって健康寿命は着実に延伸してきたといえます。  

一方、一次予防の指標の悪化、健康増進に関するデータの見える化、ＰＤＣＡサイクルの推

進の不十分といった課題が指摘されています。   

加えて、少子化・高齢化が進み、総人口・生産年齢人口の減少、デジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）の加速、次なる感染症も見据えた新しい生活様式への対応が進むといった社

会変化が予想されています。  

国においては、これらの課題等を踏まえ、令和６年度から令和１７年度までの１２年間を計

画期間とする「健康日本２１（第三次）」を施行しました。  
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「健康日本２１（第三次）」では、「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な

社会の実現」をビジョンとし、①誰一人取り残さない健康づくりの展開、②より実効性をもつ

取組の推進を重点に置き、これらを実現するため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康

格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプ

ローチを踏まえた健康づくりの４つとしました。  

  

健康日本 21（第三次）の全体 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ビジョン 全ての国⺠が健やかビジョンで⼼豊かに⽣活できる持続可能な社会の実現

基本的な方向

ビジョン実現のため、以下の基本的な方向で

国民健康づくり運動を進める

誰一人取り残さない
健康づくり
（ Inclusion）

集団や個人の特性を踏まえた

健康づくり
性差や年齢、ライフコースを

加味した取組の推進

健康に関心が薄い者を含む

幅広い世代へのアプローチ

自然に健康になれる環境づくり

の構築

多様な主体による健康づくり

産官学を含めた様々な担い手の

有機的な連携を促進

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

個人の行動と健康状態の改善

社会環境の質の向上

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

より実効性をもつ
取組

（ Implementation）

目標の設定・評価

エビデンスを踏まえた目標設定

中間評価・最終評価の精緻化

アクションプランの提示

自治体の取組の参考となる

具体的な方策を提示

ICTの利活用

ウェアラブル端末やアプリなど

テクノロジーを活用
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（３）計画策定の趣旨  

本市では、市民が生涯にわたって健康でいきがいを持って暮らしていけることを目指し、

平成２５年度から令和４年度を計画期間として、健康潮来２１（第二次）を策定しました。当該

計画期間は、令和３年に国の「健康日本２１」が１年延長したことにより、市の計画期間も令和

７年度までとして、計画を推進しています。  

新型コロナウイルス感染症の流行により、一時は社会生活が大きく変わりましたが、当該

感染症の位置づけが「５類感染症」へと移行したことにより、徐々に通常の生活へシフトされ

てきました。しかし、当該感染症の流行は、多くの国民・市民に健康への意識の変化をもたら

しました。これら健康意識の変化や新しい生活様式を反映した健康づくりの視点、生活習慣

の形成等、市民のライフスタイルに即した健康づくりの視点が不可欠となり、これらの現状を

踏まえ、健康潮来２１（第三次）を策定しました。  
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２ 計画の性格  

本計画は、潮来市第７次総合計画を上位計画とし、市民の健康の増進を図るための基本

的事項を示し、その推進に必要な方策を明らかにするものです。  

この計画の推進にあたっては、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基

本的な方針」を参考とし、また、保健事業の効率的な実施を図るため、医療保険者として策

定する「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定する「第３期潮来市保健事業実施計画

（データヘルス計画）」及び「潮来市第４期特定健康診査等実施計画」と一体的に策定し、医療

保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を図ります。  

同時に、今回の目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図るものとし

ます。  

 

 

  

 

　　整合

【法律】

【茨城県】

潮来市総合計画

・健康増進法

・高齢者の医療の確保に関

　する法律

・次世代育成対策推進法

・食育基本法

・がん対策基本法

・歯科口腔保健の推進に関

　する法律

・介護保険法

・健康いばらき21

・医療費適正化計画

・総合がん対策推進計画

・食育推進計画

・自殺対策計画

・こども計画

・いばらき高齢者プラン21

健康潮来２１（第3次）

・高齢者福祉計画・介護保険事業計画　　

・自殺対策計画　

・子ども子育て支援事業計画・子ども計画

・地域福祉計画　

・その他関連計画

整合・連携
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３ 計画の対象  

本計画は、潮来市のすべての市民を対象とします。  

  

４ 計画の期間   

本計画は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とします。  

なお、令和１２年度には、取り組みの進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、中間評価を行う

とともに、見直しを行うものとします。  
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第２章 健康潮来２１（第二次）の評価と課題  
  

1 健康潮来２１（第二次）の評価と課題  

健康潮来２１（第二次）の最終評価を行うに当たり、第二次計画の取り組みと目標指標の達

成状況を確認し、評価を行いました。  

第二次計画の４４の目標項目について、達成状況の評価を行った結果、評価が困難な項目

を除いた３０項目のうち、◎の「目標値に達した」と○の「目標値に達していないが改善傾向に

ある」を合わせると１１項目となり、36.6％の改善でした。  

評価内容は次のとおりです。  

  

◎：「目標値に達した」       ○：「目標値に達していないが改善傾向にある」   

△：「横ばい傾向にある」      ■：「改善傾向がみられない」   

―：「指標又は把握方法が計画策定時と異なるため評価が困難」  

 

 

データソース
①人口動態統計　②市がん検診　③市国保特定健康診査　④市国保レセプト・身体障害者手帳交付状況
⑥市3歳児健診　⑦市学校保健統計　⑧市妊娠届出書　⑨介護保険事業報告　⑩市食育推進計画
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分野 項目 策定時H22 中間H30 最終R6

327.7 371.2 430.2
（参考値）*1 - 減少 ①

男性

女性

男性

女性

男性

女性

14.5% 24.0% 20.8% ◎ 20.0%

9.5% 26.3% 24.9% ◎ 15.0%

男性 83.5 106.4 131.2*2 75.5 

女性 32.7 84.6 123.4*2 32.0 

男性 64.1 63.8 123.6*2 58.0 

女性 30.7 63.4 114.6*2 25.0 

22.0% 22.8% 23.2% ■ 20%以下 ③ 25.7%

ⅱ 9.9% 10.8% 8.0% ○ ⅱ 7.7% ③ 9.2%

554人
25.6
％

658人
29.4
％

31.3% ■
H20年度
と比べて
25％減少

③ 31.3%

34.6% 39.6% 39.5% 60%

68.4% 75.2% 44.3% 70%

8人中5人 17人中11人 15人中5人 ○ 減少 ④

47.9% 76.9% 54.2% ■ 75% 58.5%

1.10% 1.16% 1.50% ■ 1.00% 0.8%

8.5% 10.1% 11.2% ■
現状維持　
または減少

10.3%

71.1% 82.6% 94.1% 80％以上 ⑥

31.8% 48.4% 62.6% 45% ⑦

データソース

指標 潮来市の現状値

区分
①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減
少（10万人当たり）【人口10万当たり】

子宮頸がん

乳がん

②高血圧の改善（140/90mmHg以上の者の割合）

③脂質異常症の減少（ⅰ総コレステロール

240mg/dl以上の者の割合）（ⅱLDLコレステロール

160mg/dl以上の者の割合）

④メタボリックシンドロームの該当者・予備
軍の減少

特定健康診査の実施率

特定保健指導の終了率

①合併症（糖尿病性腎症による年間新規透
析導入者数）の減少

②治療継続者の割合の増加（HbA1c（JDS)6.1％

以上の者のうち治療中と回答した者の割合）

③血糖コントロール指標におけるコントロー
ル不良者の割合の減少（HbA1c（JDS) 8.0

（NGSP値8.4）以上の者の割合の減少）

④糖尿病有病率の増加の抑制（HbA1c

（JDS)6.1％以上の者の割合）

3歳児でう蝕がない者の割合の増加

12歳児でう蝕がない者の割合の増加

＊1：R5年全年齢　＊2：H30～R4年

評価
市　　　　　　

目標値
データ
ソース

胃がん 8.8% 11.9% 7.1% ■ 10.0%

肺がん 16.4% 13.4% 9.7% ■ 20.0%

大腸がん 11.9% 19.1% 10.7% ■ 15.0%

①脳血管疾患・虚
血性心疾患の年
齢調整死亡率の
減少（10万人当たり）

脳血管疾患

■ ①

虚血性心疾患

⑤特定健康診査・
特定保健指導の
実施 ■

糖
尿
病

③

歯・　　　　
口腔の
健康

◎

①人口動態統計　②市がん検診　③市国保特定健康診査　④市国保レセプト・身体障害者手帳交付状況　　　　　　　　　　　　
⑥市3歳児健診　⑦市学校保健統計　⑧市妊娠届出書　⑨介護保険事業報告　⑩市食育推進計画

生
活
習
慣
病
の
予
防

が
ん

②がん検診の受
診率の向上

②

循
環
器
疾
患
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分野 項目 策定時H22 年 中間H30 最終R6

14.3% 11.4% 17.8% ■
現状維持　
または減少

⑧ 20.0%

11.5% 9.2% 7.6% ◎ 減少傾向へ ① 10.3%

男児 5.8% 11.7% 5.9% 2.25

女児 3.6% 4.4% 5.3% 43.333 6.75

23.8% 35.1% 35.9% ■
現状維持　
または減少

35.8%  

14.5% 23.7% 21.7% ◎
現状維持　
または減少

20.1% 478

20.9% 16.7% 17.7% ◎ 現状維持 18.8% 60

②健康な生活習慣
（栄養・食生活・運
動）を有する子ども
の割合の増加

16.7% H22 12.9% 統計無 ー 5％以下 ⑦ 65

男性 統計無 統計無 70

女性 統計無 統計無 75

男性 統計無 統計無

女性 統計無 統計無

男性 統計無 統計無

女性 統計無 統計無

男性 統計無 統計無

女性 統計無 統計無

990人 H24.3 1162人 1501人 ■ 1302人 ⑨

男性 2.6% 4.6% 7.4% ■

女性 0.4% 4.8% 1.4% ■

男性 27.7% 23.9% 22.0% ◎ 減少

女性 6.1% 5.8% 6.1% ◎
現状維持　　　　　　　　

または減少

休養 統計無 H21 25.5% 28.5% ■ 減少

こころ
の健康

45.76 H22 31.10 
R3　

3.6 ◎ 減少 ①

指標 潮来市の現状値

区分

20歳代女性のやせの者
の割合の減少（妊娠届出時の

やせの者の減少）

全出生数中の低出生体
重児の割合の減少

20～60歳代男性の肥
満者の割合の減少

40～60歳代女性の肥
満者の割合の減少

低栄養傾向（BMI20以下）の

高齢者の割合の増加の抑制

朝食を欠食する小中学生
の割合の減少

③介護保険サービス利用者の増加の抑制

①睡眠による休養を十分とれていない者の
割合の減少

①自殺者の減少（人口10万当たり）

評価
市　　　　　　

目標値
データ
ソース

H23

肥満傾向にあ
る子どもの割
合の減少（小学

5年生の中等度・高

度肥満傾向児の割

合）

■ 減少傾向へ ⑦

H22 ③

①日常生活にお
ける歩数の増加　
（日常生活において歩行

又は同等の身体活動を1

日1時間以上実施する

者）

20～64歳 増加

65歳以上 増加

②運動習慣者の
割合の増加 20～64歳 増加

65歳以上 増加

飲酒
①生活習慣病のリスクを高める量
を飲食している者の割合の低減
（1日飲酒量3合以上）

H22

現状維持　
または　　　　　　　　

減少

③

喫煙
①成人喫煙率の減少（喫煙をやめたい

者がやめる）

生
活
習
慣
・
社
会
環
境
の
改
善

栄
養
・
食
生
活

①適正体重を維
持している者の増
加（肥満，やせの
減少）

身
体
活
動
・
運
動

H22 ＿
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（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防  

 

①がん  
６項目の指標のうち、「７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少」については、統計が取

れなかったため評価できませんでした。目標達成した項目は「がん検診の受診率の向上」の

子宮頸がん、乳がんの 2 項目でした。改善傾向がみられない項目は「がん検診の受診率向上」

の胃がん、肺がん、大腸がん、の３項目でした。  

 

②循環器疾患 

５項目の指標のうち、改善傾向にある項目は「脂質異常症の減少」の 1 項目で、改善傾向

がみられない項目は「脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少」「高血圧の改善」

「メタボリックシンドロームの該当者・予備軍の減少」「特定健康診査・特定保健指導の実施」

の４項目でした。 

 

③糖尿病 

４項目の指標のうち、改善傾向にある項目は「合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析

導入者数）の減少」の 1 項目、改善傾向がみられない項目は「治療継続者の割合の増加」「血

糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少」「糖尿病有病率の増加の抑

制」の 3項目でした。 

 

④歯・口腔の健康 

２項目の指標のうち、全ての指標で目標を達成しました。  
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（２）生活習慣及び社会環境の改善に関する目標  

 

①栄養・食生活  

６項目の指標のうち、目標値に達した項目は「全出生数中の低出生体重児の割合の減少」

「40～60 歳代女性の肥満者の割合の減少」「低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合

の増加の抑制」の 3 項目で、改善がみられなかった項目は「20 歳代女性のやせの者の割合

の減少」「肥満傾向にある子どもの割合の減少」の男児・女児、「20～60 歳代男性の肥満者

の割合の減少」の３項目でした。  

  

②身体活動・運動 

３項目の指標のうち、「日常生活における歩数の増加」「運動習慣者の割合の増加」の２項

目については、把握方法が計画策定時と異なるため評価ができませんでした。 

「介護保険サービス利用者の増加の抑制」については、改善傾向がみられませんでした。 

   

③飲酒  

1 項目の指標で、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低減」男性・

女性ともに、改善傾向がみられませんでした。 

 

④喫煙 

１項目の指標で、「成人の喫煙率の減少」の男性・女性ともに、目標値に達しました。 

 

⑤休養  

１項目の指標で、「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少」は改善傾向 

がみられませんでした。 

 

⑥こころの健康  

１項目の指標で、「自殺者の減少」は目標値に達しました。  
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第３章 本市の概況と特性  

 

１．人口動態 

（１） 人口構成 

総人口は毎年減少傾向にあり、令和２年で２７，６０４人となっています。一方、６５歳以上の

人口は増加傾向にあり、総人口に占める６５歳以上人口の割合である高齢化率も増加し、令和

２年で３２．９％となっています。  

  

  

 

                                            出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所  
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（２） 死亡 

   平均寿命は国・県と比べて短く、標準化死亡比（SMR）も国・県と比べて高い状況です。 

６５歳未満の早世死亡の状況をみると、減少傾向にあり、国・県と比べて低い状況にな

っています。また、男女別の比較では、男性の死亡率が高く、女性の死亡率が低くなってい

ます。  

 

 
出典：国保データベースシステム（R6） 

 

 

出典：潮来市死亡届出 茨城県人口動態統計 

 

 

 

 

 

女性

実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合

男性
女性

89 37,949 45.9 9,100 47.3 385,717 48.6
71 25,575 30.9 5,460 28.4 232,860 29.3
28 12,224 14.8 3,056 15.9 107,436 13.5
11 1,661 2.0 431 2.2 15,923 2.0
10 3,461 4.2 675 3.5 30,729 3.9
4 1,825 2.2 502 2.6 21,185 2.7

83.8 84.0 83.6 84.0

保険者 同規模平均 県 国
割合

106.7 102.4 104.3 100
110.7 101.5 106.2 100

がん 41.8
心臓病 33.3
脳疾患 13.1
糖尿病 5.2
腎不全 4.7
自殺 1.9

合計
男性

KDB_NO.1
地域全体像の把握

④
平均自立期間

（要介護2以上）

項目
データ元

（CSV）

標準化死亡比

（SMR）

死
因

②
早世予防から

みた死亡
（65歳未満）

厚労省HP
人口動態調査

① 死亡の状況 KDB_NO.1
地域全体像の把握

合計

全死亡数
65歳未満　

死亡数
65歳未満　

死亡率
全死亡数

65歳未満　
死亡数

65歳未満　
死亡率

H27 167 28 16.8% 147 14 9.5% 13.4% 12.0% 11.0%

H28 193 33 17.1% 160 10 6.3% 12.2% 11.3% 10.5%

H29 190 33 17.4% 167 18 10.8% 14.3% 10.6% 9.8%

H30 188 32 17.0% 177 11 6.2% 11.8% 10.1% 9.5%

R1 191 23 12.0% 184 11 6.0% 9.1% 9.5% 9.2%

R2 173 19 11.0% 165 11 6.7% 8.9% 9.7% 9.1%

R3 205 17 8.3% 160 11 6.9% 7.7% 8.9% 11.2%

R4 197 20 10.2% 195 15 7.7% 8.9% 9.0% 10.6%

R5 216 22 10.2% 180 14 7.8% 9.1% 8.7% 未確定

R6 235 29 12.3% 202 10 5.0% 8.9% 未確定 未確定

潮来市

男性 女性

65歳未満死亡率

茨城県 国
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（３）出生  

潮来市の出生数は年々減少し、令和 6年には 105人となっています。 

また、将来の生活習慣病発症のリスクが高いことがわかっている低出生体重児（２，５００g 

未満）の割合は、減少傾向にあります。 

 

 

 

出典：茨城県人口動態統計 潮来市異動表  
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２．介護・医療等の状況 

（１） 介護保険 

   本市における介護にかかる社会保障費については、介護保険特別会計で増加しています。

今後さらに高齢化が急速に進展すると見込まれる中で、本市の介護にかかる社会保障に

関する予算の伸びを、いかにして縮小するかが大きな課題となっています。    

介護保険 1号被保険者の認定率は、国・県と比べて低い状況です。2号被保険者の認定

率は、国・県より高い状況となっております。2 号被保険者の要介護状況の原因として、脳

血管疾患が多くなっています。１件当たりの介護給付費をみると、国・県と比べて高い状況

です。 

 

 

出典： 潮来市各部門の主要な施策の成果と予算執行状況報告書  

 

 

 
出典：国保データベースシステム（R6）

介護保険 平成30年度 令和６年度

65歳以上人口 8,894人 9,199人

介護保険特別会計 21億 992万円 2４億６３３２万円

実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合

1,535 679,999 19.1 147,581 17.1 7,022,881 20.1
62 14,293 0.3 5,229 0.3 144,089 0.3

要支援1.2 4,109 2,295,541 15.0 386,195 11.4 24,381,716 13.6
要介護1.2 16,123 7,219,575 47.2 1,678,914 49.7 83,051,438 46.3
要介護3以上 12,150 5,792,421 37.8 1,313,336 38.9 71,943,469 40.1

45 11,488 0.36 3,861 0.41 160,737 0.40
242,074 308,528 1,094,155,286,927 270,822 227,465,135,781 309,435 10,713,277,762,924

314 171,107 24.6 36,630 23.9 1,790,324 24.8
872 379,886 54.9 79,107 52.1 3,863,561 53.7

女性

保険者 同規模平均 県 国
割合

1号認定者数（認定率） 3月末 16.3
新規認定者　3月分 0.3

12.7
49.8
37.5

2号認定者　3月末 0.49
一人当たり給付費/総給付費 2,197,551,607

1件当たり給付費（全体） 67,863 71,478 67,328 59,725
居宅サービス 39,729 44,309 41,753 41,413
施設サービス 295,501 302,669 298,849 308,097

糖尿病 19.1
高血圧症 54.4

②
早世予防から

みた死亡
（65歳未満）

厚労省HP
人口動態調査

項目
データ元
（CSV）

① 介護保険 介護度別

総件数
(年間)

③ 介護給付費

KDB_NO.1
地域全体像の把握

② 有病状況
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＊1：新規認定者については、年度累計を計上                         出典：国保データベースシステム（R6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3　何の疾患で介護保険を受けているのか

5

9 20.0% 37 23.4% 389 28.2% 426 27.8% 435 27.5%

21 46.7% 62 39.2% 495 35.9% 557 36.3% 578 36.6%

15 33.3% 59 37.3% 493 35.8% 552 36.0% 567 35.9%

件数 件数 件数 件数 件数

割合 割合 割合 割合 割合

11 33 0 33 44 年齢

-- -- -- -- -- >=40

4 25 0 25 29 年齢

-- -- -- -- -- >=75

4 11 0 11 15 年齢

-- -- -- -- -- >=40

3 14 0 14 17 年齢

-- -- -- -- -- >=75

13 71 0 71 84 年齢

-- -- -- -- -- >=40

16 75 0 75 91 年齢

-- -- -- -- -- >=75

1 21 0 21 22 年齢

-- -- -- -- -- >=40

15 69 0 69 84 年齢

-- -- -- -- -- >=75

　＊1）新規認定者についてはNO.49_要介護突合状況の「開始年月日」を参照し、年度累計を計上 年齢

>=40

R06年度

受給者区分 2号 1号

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計

被保険者数 9,167人 4,700人 4,378人 9,078人 18,245人

認定者数 45人 158人 1,377人 1,535人 1,580人

認定率 0.49% 3.4% 31.5% 16.9% 8.7%

新規認定者数（＊1） 4人 26人 0人 26人 30人

要支援1・2

要介護1・2

要介護3～5

受給者区分 2号 1号

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計

介護件数（全体） 19 77 0 77 96

再）国保・後期 0 0 0 0 0

合計

介護度

別人数

合計

疾患 順位 疾病 疾病 疾病 疾病 疾病

循環器
疾患

1
脳血管

疾患

脳血管

疾患

脳血管

疾患

脳血管

疾患

脳血管

疾患

2
虚血性

心疾患

虚血性

心疾患

虚血性

心疾患

虚血性

心疾患

虚血性

心疾患

3 腎不全 腎不全 腎不全 腎不全 腎不全

合併症 4
糖尿病

合併症

糖尿病

合併症

糖尿病

合併症

糖尿病

合併症

糖尿病

合併症

基礎疾患
（高血圧・糖尿病・脂質異常症）

基礎疾患 基礎疾患 基礎疾患 基礎疾患

血管疾患合計 合計 合計 合計 合計

認知症 認知症 認知症 認知症 認知症 認知症

筋・骨格疾患 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系

要介護

認定状況

★NO.47

要介護

突合状況

★NO.49

（
レ

セ

プ

ト

の

診

断

名

よ

り

重

複

し

て

計

上

）

有
病
状
況

血
管
疾
患
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（２） 後期高齢者医療 

   令和 6年度は平成３０年度と比較して、後期高齢被保険者数の増加により、医療に 

かかる社会保障費が増加しています。特に、1人当たりの入院費用の伸びが大きいで 

す。 

 

 

出典： 潮来市各部門の主要な施策の成果と予算執行状況報告書  

 

 

出典：KDB システム_健康スコアリング（医療）後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 令和６年度

後期高齢被保険者数 4,366人 ５，０８４人

後期高齢者医療特別会計 　2億8762万円 　４億４０５６万円

1人当たり外来医療費 潮来市 茨城県 国

1人当たり外来医療費 潮来市 茨城県 国

平成30年度 351,359円 377,784円 382,737円

令和 ６年度 ３６６，５５２円 ３７５，６９２円 ３８５，２２８円

1人当たり入院医療費 潮来市 茨城県 国

平成30年度 346,622円 339,648円 404,022円

令和 ６年度 ３９９，１１９円 ３５５，９７３円 ４３２，０１２円
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（３） 国民健康保険医療 

   国民健康保険の一人当たりの医療費は、国と比べて低い状況です。医療費に占める割合

は、がん、高血圧、狭心症・心筋梗塞が国・県より多い状況です。入院の一人当たり医療費

でも、虚血性心疾患の割合が国・県より多く、外来の一人当たり医療費では、高血圧、糖

尿病、脂質異常症、脳梗塞・脳出血、虚血性心疾患の割合が国・県より高い状況です。 

  

 

出典：国保データベースシステム（R6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合

35.6 

6.3 
11.5 

5.8 
3.7 
3.4 
3.3 
13.0 

16.7 

0.2 383 0.2 185 0.1 249 0.2 1,745,000 758,419,150

0.6 1,674 0.9 994 0.8 1,206 0.8 5,653,390 3,316,539,160

0.0 94 0.1 38 0.0 64 0.0 204,750 185,844,050

3.7 7,623 4.1 5,500 4.4 6,254 4.3 33,370,720 15,102,061,740

3.3 4,367 2.4 3,694 2.9 3,902 2.7 29,869,910 8,651,028,410

2.7 5,678 3.1 2,719 2.2 4,524 3.1 23,738,430 11,247,792,230

5.0 11,814 5.1 9,964 4.9 8,884 4.2 65,828,520 23,403,810,800

10.0 22,617 9.8 20,347 10.0 17,889 8.5 130,542,410 44,804,451,290

3.3 7,649 3.3 6,845 3.4 6,622 3.2 43,237,060 15,152,238,370

0.5 1,033 0.4 930 0.5 833 0.4 6,106,020 2,047,045,880

1.0 1,980 0.9 1,716 0.8 1,755 0.8 13,294,770 3,922,153,140

8.0 19,467 8.5 11,252 5.5 16,144 7.7 104,194,830 38,564,843,240

健診受診者

健診未受診者

入院患者数 18.9 24.9 16.6 18.6

保険者 同規模平均 県 国
割合

県内8位
同規模262位

費用の割合 59.5 55.4 61.6 59.2
件数の割合 97.3 96.7 97.6 97.4
費用の割合 40.5 44.6 38.4 40.8
件数の割合 2.7 3.3 2.4 2.6

1件あたり在院日数 15.1日 17.0日 15.2日 15.6日
がん 416,932,800 31.5 33.4 32.5 
慢性腎不全（透析あり） 74,003,100 7.9 5.9 8.4 
糖尿病 134,577,720 10.7 12.1 10.2 
高血圧症 67,573,520 5.5 5.9 5.0 
脂質異常症 43,463,930 3.5 4.0 3.7 
脳梗塞・脳出血 39,500,980 3.9 3.7 3.9 
狭心症・心筋梗塞 38,598,890 2.5 2.6 2.8 
精神 151,818,140 16.4 13.6 15.0 
筋・骨格 195,337,580 17.0 17.9 17.3 

高血圧症 289
糖尿病 937
脂質異常症 34
脳梗塞・脳出血 5,532
虚血性心疾患 4,952
腎不全 3,935
高血圧症 10,913
糖尿病 21,642
脂質異常症 7,168
脳梗塞・脳出血 1,012
虚血性心疾患 2,204
腎不全 17,274

2,123 2,696 2,159 2,156
13,779 14,309 13,006 13,720

項目
データ元
（CSV）

一人当たり医療費（年） 365,171 415,169 329,398 354,331

外
来
入
院

医療費分析

一人当たり医療費

（年）/入院医療費に

占める割合

入
院

医療費分析

一人当たり医療費

（年）/外来医療費に

占める割合

外
来

⑥

健診有無別

一人当たり

医療費

健診対象者

一人当たり
KDB_NO.3
健診・医療・介護デー

タからみる地域の健

康課題

4

KDB_NO.1
地域全体像の把握

KDB_NO.5
被保険者の状況

医療の概
況

国

保

医

療

医療費の
状況

KDB_NO.3
健診・医療・介護デー

タからみる地域の健

康課題

KDB_NO.1
地域全体像の把握

4

医療費分析
疾病別医療費/生活

習慣病に占める割合

最大医療資源傷病名

（調剤含む）

KDB_NO.3
健診・医療・介護デー

タからみる地域の健

康課題

KDB_NO.43

疾病別医療費

分析(中分類）
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３．特定健康診査の状況  

 

 生活習慣病の発症予防、重症化予防の最も重要な取り組みである国民健康保険による特定

健康診査・特定保健指導は、令和 6年度の法定報告で受診率 39.5％、保健指導実施率 

44.3％となっており、健診受診率は県と同等、保健指導率は県より高くなっています。 

国保被保険者数の減少により、本市における医療等にかかる社会保障費について、国民健

康保険事業特別会計では減少していますが、介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計で

は増加しています。  

今後さらに高齢化が急速に進展すると見込まれる中で、本市の医療、介護等の社会保障に

関する予算の伸びを、いかにして縮小するかが大きな課題となっています。  

疾病による財政負担が極めて大きな状況の中で、市民一人ひとりの健康増進への意識と行

動変容を促す取り組みを支援するための、質の高い保健指導が求められています。  

 

 

出典： 潮来市各部門の主要な施策の成果と予算執行状況報告書  

 

 

                                                         出典：法定報告（R6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 令和６年度

国保被保険者数 7,888人 ５，９１８人

国民健康保険事業特別会計 34億6130万円 ３０億５７４１万円

潮来市 茨城県 国

潮来市 茨城県 国

特定健康診査：受診率 39.5% 38.3%

特定保健指導実施率 44.3% 38.9%
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第４章 計画の基本的な考え方  

 

１． 基本理念 

 

いつまでも健康であり続け、安心で心豊かな生涯を送りたいということは、多くの市民の願

いです。「健康」は、自分らしく生きていくための重要な要素の一つであり、生きがいを持って

社会に参加する上で、欠かすことのできないものです。  

この「健康」を守り、持続させるためには、市民一人ひとりが自身の健康を意識し、主体的に

健康づくりに取り組むことが大切であり、家庭や地域、学校、企業、関係機関・団体及び行政な

どの協力も欠かせません。  

本計画の基本理念は、健康潮来２１（第二次）において「生活習慣及び社会環境の改善を通

じて、子どもから高齢者まで全ての市民が共に支え合いながら希望やいきがいを持ち、ライフ

ステージに応じて健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現する。」とした理念のもと、

これまで展開してきた取り組みとの整合性、連続性から前計画の基本理念を引き継ぐものとし

ます。  

この基本理念に基づき、人生１００年時代が本格的に到来することを踏まえ、市民一人ひと

りが健康づくりに関する知識や方法を身につけ、自主的・主体的に取り組むことで、いつまでも

健やかに生活できる市を目指します。  

  

  

２． 基本方針  

（１） 一人ひとりの積極的な健康づくり  

健康づくりは、市民一人ひとりが自身の健康に対する関心を高め、自己の健康管理に積極

的に取り組むことが重要です。  

そのため、市民が自発的、主体的に健康づくりに取り組むことを支援します。  

  

（２） 生活習慣病の発症予防と重症化予防  

生活習慣病の発症を予防するため、食生活や運動、喫煙等の生活習慣を見直し、市民自ら

疾病の発症予防ができる対策を推進するとともに、生活習慣病の進行と合併症の予防には、

定期的な健康診査や医療機関への継続的な受診をするなど、自分にあった健康管理を行って
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いくことが重要です。  

そのため、市民一人ひとりが正しい受診行動や健康管理を適切に行えるよう支援します。  

  

（３） みんなで支える健康づくり  

健康は、家庭や地域、学校、職場などの社会環境に影響を受けることから、健康づくりを推

進するためには、個人の意識、行動の改善だけを推し進めるのではなく、社会全体として総合

的に支援する環境づくりを進めていくことが重要です。  

そのため、個人の生活に関わるさまざまな組織・団体等と行政が連携を図り、健康づくりの

情報発信や健康づくりを支える人材の育成を進め、社会全体の支援による健康づくりを推進

します。  

  

（４） ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり  

乳幼児期から高齢期といったライフステージによって心身機能やライフスタイル、生活パター

ンが異なるため、健康づくりの課題や取り組むべき方向も異なります。  

それぞれのライフステージは、独立したものではなく、前のライフステージでの生活習慣が次

のライフステージの健康状態に大きく関わってきます。これらを踏まえ、人の生涯を経時的に

捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）の取り組みを行う必要があります。  

市民一人ひとりが自分の属するライフステージの健康課題を正しく理解し、それに備えるこ

とができるよう、それぞれの世代にあったアプローチ方法で知識の啓発や情報発信に努めます。  

 

※ライフコースアプローチとは  

その一人の人生を胎児期、幼少期、思春期、青年期及び成人期から老年期までをつなげ、社会的・  経済的

な状態などに着目して考えること。  
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３． 分野別の取り組み  

（１） 生活習慣病の発症予防と重症化予防  

生活習慣病の発症予防と重症化予防は、個人や社会全体の健康を守るために重要な概

念です。生活習慣病は、不健康な生活習慣に関連する疾患であり、高血圧、脂質異常症、

糖尿病、肥満などが挙げられます。これらの病気は、喫煙、不健康な食事習慣、運動不足、

過度のストレスなどの生活習慣に起因することが多いため、発症予防には、健康的な生活

習慣を実践し、リスク要因を最小限に抑えることが必要です。  

一方、重症化予防は、既に生活習慣病を患っている人がその病態を悪化させないように

するため、医療機関での適切な治療や薬物療法の管理、さらに生活習慣の改善が重要で

す。  

そのため、生活習慣病の発症予防と重症化予防には、健康的な生活習慣の定着と、既に

疾患を抱える人々の適切なケア等により、個人および社会全体の健康を維持し、向上させ

るための取り組みを推進します。  

  

（２） 生活習慣及び社会環境の改善に関する目標  

生活習慣の改善に関する目標は、個人が健康的な習慣を身につけることを促進し、喫煙、

不健康な食事、運動不足、過度のストレスなどのリスク要因を減少させるため、教育、啓発活

動、健康に関する情報提供、社会的なサポートの提供などを進めます。  

また、社会環境の改善に関する目標は、健康を支える環境を整備し、人々が健康な生活を

送りやすいまちづくりをめざすため、安全な住環境、健康的な食品の提供、運動施設の整備、

ストレスの軽減を促進する政策やプログラムの実施などの取り組みを、関係機関と連携して

進めます。  
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４．計画の体系  

 

【 基本方針 】          【  分野  】                 【 施 策 】  
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１

生活習慣病の発症予防と
重症化予防

２

生活習慣及び社会環境の
改善に関する目標

（１） がん

（２） 循環器疾患・糖尿病

（３） 歯・口腔の健康

（１） 栄養・食生活

（２） 身体活動と運動

（３） 飲酒

（４） 喫煙

（５） 休養

（６） 健康を支える環境づくり
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第５章 分野別の実態と対策  
  

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防  

（１） がん  

【概要】  

科学的根拠に基づいた「がん」を予防するための生活習慣の実践や、がんの早期発見に向け

た検診の受診率向上のための取り組みを進めることが必要です。  

  

【基本的な考え方】  

がん予防に関する正しい知識を啓発し、望ましい生活習慣の実践を支援します。  

また、各種がん検診の受診体制を整備し、受診率の向上を図るとともに、検診の結果、精密

検査が必要となった人に対し、精密検査の必要性を伝え、早期発見・早期治療につなげます。  

  

【目標と方向性】  

 ①がんの標準化死亡比（SMR）の減少  

 ②がん検診の受診率の向上  

  

生活習慣の改善等による発症予防と、がんの早期発見・早期治療に欠かすことのできない

検診の受診率向上を図り、全国平均の 1.00 を上回っているがんの標準化死亡比の減少につ

なげます。  

がん検診の受診率向上を図るために、特定健康診査との同時実施や休日の検診実施等を行

っており、今後も、受診環境を整備しさらなる受診率の向上を図ります。  

また、市民が検診の重要性を理解し、定期的に受診することができるよう、より一層普及啓

発に努めます。  

さらに、がん検診で、精密検査が必要となった人の精密検査受診率は、がん検診に関する事

業評価指標の一つとなっています。毎年、がん検診受診者から数人に、がんが発見されている

ため、今後も精密検査受診率の向上も継続して図ります。 
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【必要な施策】  

①「がん」による重症化予防の施策（各種がん検診の実施）  

〇胃がん検診  

〇肺がん検診 

〇大腸がん検診  

〇子宮頸がん検診  

〇乳がん検診  

〇前立腺がん検診  

〇要精密検査者に対する受診勧奨  

  

②ウイルス感染によるがんの発症予防の施策  

○子宮頸がん予防ワクチン接種（小学６年生から高校１年生に相当する年齢の女性）  

の実施  

○妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査・HTLV-１抗体検査の実施  

○４０歳以上の肝炎ウイルス検査の実施  

〇国の方針により HPV 検査の実施を検討  

   

③がん検診の受診率向上に関する施策  

○対象者への個別案内、広報やメール、SNS など様々な情報媒体を利用した啓発  

○がん検診の評価判定で検診による死亡率減少効果があるとされた、子宮頸がん検 

診・乳がん検診・大腸がん検診について、一定の年齢に達した方に対して無料検診 

の実施  

○受診率が低い年代や、未受診者が多い年代への受診勧奨  

○休日検診の実施  

〇関係機関と連携し、がんのリスクを下げるための生活習慣や食生活、感染症対策に 

ついての健康教育及びがん検診の啓発の実施  

No 目標 評価資料 国

① 男性 1.06

② 女性 1.08

③ 胃がん 7.1%

④ 肺がん 9.7% 26.667

⑤ 大腸がん 10.7%

⑥ 子宮頸がん 20.8%

⑦ 乳がん 24.9%

No 目標 評価資料

⑧ 男性　　1.35

目標項目 現状

目標項目 現状

がん標準化死亡比（SMR)の減少
H31(R1)

～R5 減少
茨城県市町村

別健康指標

がん検診の受診率の向上 R6 増加 地域保健報告

脳血管疾患・心疾患の標準化死亡比の減少

脳血管疾患

H31(R1)

～R5 減少
茨城県市町村
別健康指標
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④がん検診の質の確保に関する施策  

〇国の示す精度管理項目を遵守できる検診機関の選定  

  

⑤がんに関する相談支援と情報提供に関する施策  

○茨城県内で、がんに関する各種相談窓口として、がん診療連携拠点等に設置されて 

いる「がん相談支援センター」の啓発  

○医療機関情報などの提供  
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（２）循環器疾患・糖尿病  

【概要】   

循環器病や糖尿病の発症予防及び重症化予防は、子どもの頃からの食生活等に関する知

識の普及啓発を進めるとともに、科学的根拠に基づく正しい情報提供や、生活習慣の改善

等の市民の健康づくりについて気軽に相談できる総合的な取り組みを進めていく必要があ

ります。今後は、市民の健康意識の向上につながる取り組みを継続するとともに、健康診

査（健診）の受診者数の増加や保健指導のさらなる推進に向けた取り組みが必要です。  

  

【基本的な考え方】  

前計画より脳血管疾患・心疾患の死亡率の減少、糖尿病合併症の減少を目的に生活習慣

病の発症予防や重症化予防の取り組みを推進してきました。  

発症予防では、若い年代から健康について関心を持ってもらえるよう、生活習慣病予防

健診の受診勧奨を行い、健診結果を活用し、望ましい生活習慣の実践を支援します。  

重症化予防には、どれほどの値になれば治療を開始する必要があるかなどについて、自

分の身体の状態を正しく理解し、段階に応じた予防ができることへの支援が必要です。  

このため、健診結果に応じて、生活習慣の改善や必要な治療が開始できるよう支援して

いくとともに、治療中の人が治療を中断することなく、良好な状態を維持できるよう、医

療機関と連携した取り組みを今後も推進していく必要があります。   

  

【目標と方向性】  

①脳血管疾患、心疾患の標準化死亡比（SMR）の減少  

②高血圧の改善(140/90mmHg 以上の者の割合の減少)  

③脂質異常症の減少（LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者の割合)  

④メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少  

⑤特定健康診査の受診率の向上   

⑥特定保健指導の実施率の向上   

⑦糖尿病の合併症の減少(糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数)  

⑧治療継続者の割合の増加(HbA1c6.5%以上の者のうち治療中と回答した者の割合)  

⑨血糖コントロール不良者の減少(HbA1c8.0%以上の者の割合の減少)  

⑩糖尿病有病者の増加の抑制(HbA1c6.5%以上の者の割合)  

  

脳血管疾患や心疾患の標準化死亡比（全国平均を１００としている指標）を減少させる

ために、糖尿病などの生活習慣病の発症・重症化予防を図る必要があります。  

本市では、健康医療情報を活用し PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な実施を図る

ことを目的とし策定した「第４期潮来市国民健康保険データヘルス計画」を活用し、保健
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事業を実施します。 

 

 

 

【必要な施策】  

①生活習慣病予防健診及び特定健康診査受診率向上の施策  

○対象者への個別案内、広報・SNS・健康教育などによる啓発  

○受診率が低い年代への受診勧奨  

○未受診者への働きかけ  

○がん検診との同時実施  

○医療機関との連携  

○休日健診の実施  

〇人間ドック助成金・かかりつけ医による情報提供事業・みなし健診の周知、継続  

   

 

⑦ 乳がん 24.9%

No 目標 評価資料

⑧ 男性　　1.35

⑨ 女性　　1.26

⑩ 男性　　1.24

⑪ 女性　　1.14

⑫ 23.2% 20%以下

⑬ 8.0% 6.75% 25%減 2.25 6.75

⑭ 31.3% 減少

⑮ 39.5% 45%

⑯ 44.3% 60%

⑰ 5人 減少
市身体障害者

手帳申請者

⑱ 54.2% 75%

⑲ 1.50% 減少

⑳ 11.2% 減少

No 目標 評価資料

㉑ 89.6% 80%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

目標項目 現状

高血圧の改善（140/90mmHg以上の者の割合）

脂質異常症の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合）

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

特定健康診査の受診率の向上

特定保健指導の実施率の向上

糖尿病の合併症の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）

治療継続者の割合の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（HbA1c6.5以上の者のうち治療中と回答したものの割合）

血糖コントロール不良者の減少（HbA1c8.0以上の者の割合
の減少）

糖尿病有病者の増加の抑制　（HbA1c6.5以上の者の割合）

目標項目 現状

50～74歳のよく噛んで食べることができる者の増加

がん検診の受診率の向上 R6 増加 地域保健報告

脳血管疾患・心疾患の標準化死亡比の減少

脳血管疾患

H31(R1)

～R5 減少
茨城県市町村
別健康指標

心疾患

特定健康診
査結果

特定健康診
査結果

R６

R6
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②保健指導対象者を明確化するための施策  

○潮来市国民健康保険特定健康診査の実施  

〇生活習慣病予防健診（１９～３９歳、生活保護世帯）、高齢者健診（後期高齢者医療 

被保険者）の実施  

〇生活習慣病予防健診に、血糖値、クレアチニン、尿潜血及び男性に尿酸、女性に貧血 

検査を追加項目として実施。特定健康診査に、血糖値、尿酸、尿潜血、クレアチニン、 

眼底検査、心電図検査・貧血検査を追加項目として実施。高齢者健診に、クレアチニ  

ンを追加項目として実施。  

 ○市民の健康実態に応じて、生活習慣病予防健診、特定健康診査、高齢者健診の検査項 

目を追加検討していく。 

  

③循環器疾患の発症及び重症化予防のための施策  

○生活習慣病予防健診・特定健康診査・高齢者健診受診者で、生活習慣病未治療者で、 

メタボ該当・予備群または軽症高血糖、HbA1c6.5 以上者への二次健診として、75g 糖

負荷検査・頚部エコー検査・微量アルブミン尿検査のいずれかまたは全項目を実施。 

○健康診査結果に基づく市民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進  

○特定保健指導及び発症リスクに基づいた保健指導（高血圧症、脂質異常症、糖尿病の 

みでなく、慢性腎臓病（CKD）も発症リスクに加える）  

○家庭訪問や健康相談、結果説明会、健康教育など、多様な手段により、それぞれの特 

徴を生かしたきめ細やかな保健指導の実施  

○地域保健と職域保健の連携強化  

  

④糖尿病の発症及び重症化予防のための施策  

○健康診査結果に基づく市民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進  

○特定保健指導及び HbA1c 値に基づいた保健指導  

○家庭訪問や結果説明会等による保健指導の実施に加え、集団で学習できる健康教育の 

実施  

○茨城県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づいた、本市としての取組の実施  
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（３）歯・口腔の健康  

【概要】  

口腔機能は、健康で質の高い生活を営むために不可欠な摂食や構音等に密接に関連する

ものであり、健康寿命の延伸や生活の質の向上に関係しています。  

咀嚼機能については、主観的な健康感や運動機能と密接な関連性を有するとの研究知見

も多くあります。  

そのため、歯と口腔の健康を保持し、歯周病を有する者の減少を図るためには、市民に

対する「体と歯周疾患との関係性」の意識づけや、歯科健診等の受診率向上を図り、歯周

疾患の早期発見・早期治療につなげることが必要です。加えて、かかりつけの歯科医を持

ち、定期的に歯科健診等を受けることも必要です。  

また、「８０２０運動」の推進に向け、ライフステージに応じた歯科保健事業に取り組む

とともに、口腔機能の維持・向上を図り、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを進めるこ

とが必要です。  

  

【基本的な考え方】  

歯と口腔の健康づくりは、身体全体の健康につながり、様々な生活習慣病の予防や介護

予防、食育の推進等に重要な役割を果たすことから、むし歯予防、歯周病予防、口腔機能

の維持・向上、オーラルフレイル予防の重要性や正しい知識を啓発します。  

また、歯科健診等を通して、自分の歯と口腔の状態を把握し、歯及び口腔の健康を維持

できる人を増やします。  

乳幼児から学童期にかけての歯磨き等の指導や、成人期、高齢期ともに歯科健診等の受

診率の向上、かかりつけ歯科医を持つことの推進、高齢者の介護予防などの歯科保健につ

いての啓発など、ライフステージに応じた歯や口腔ケアに関する正しい知識の普及と実践

に取り組みます。  

※オーラルフレイルとは  

歯や口の機能が衰えた状態のこと。「話がしにくい・飲み込みにくい・むせる・こぼす」などが、舌 

を含めた口の周囲の衰えでおこります。  

  

【目標と方向性】  

① ５０～７４歳のよく噛んで食べることができる者の増加  

② 歯周病検診の受診率の向上  

③ 妊婦歯科健康診査の受診率の向上  

④ 幼児期・学童期の虫歯保有率の減少  
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口腔機能は中年期頃から低下し始めるということもわかってきていることから、中年期

からの口腔機能を維持するための支援を実施します。  

また、定期的な歯科健診等による継続的な口腔管理は、歯・口腔の健康状態に大きくか

かわるため、生涯を通じて歯科健診等を受診し、歯科疾患の早期発見・重症化予防等を図

ることが重要です。本市では、法に基づき歯に関する健診等を各世代において実施を継続

していきます。  

 

 

 

【必要な施策】  

①ライフステージに対応した歯科保健対策の推進  

○健康教育（妊婦、幼児、成人、高齢者）の実施  

○「８０２０運動」の推進  

○こども園、小中学校養護教諭との連携  

○広報など各種媒体を活用した「身体と歯周疾患との関係性」の普及啓発  

（各年齢期に合わせた啓発）  

  

②専門家による定期管理と支援の推進（各種歯科健診等の実施）  

○妊婦歯科健康診査の実施  

○幼児歯科健診（1 歳 6 か月児、2 歳児、3 歳児）の実施  

〇こども園等でのフッ化物洗口事業の実施  

○歯周病検診（40.50.60.70 歳）の実施  

  

③関係機関との連携  

  〇市歯科医師会と連携し、妊婦・幼児の歯科健診及び歯周病健診の実施 

⑳ 11.2% 減少

No 目標 評価資料

㉑ 89.6% 80%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

㉒ 7.5% 増加 歯周病健診結果 妊婦歯科受診件数R5年度届出数（転入含まず）

㉓ 31.1% 増加 妊婦歯科健診結果 50 114

㉔ 1歳6か月児　　0％ 減少 母子保健報告

㉕ 3歳児　　　5.9％ 減少 母子保健報告 健診受診者数むし歯あり

㉖ 12歳　　　37.4％ 減少 学校保健統計 1.6 114 1

No 目標 評価資料 3 139 9

㉗ 35.9% R6 減少
生活習慣病予

防健診・特定健

康診査結果

糖尿病有病者の増加の抑制　（HbA1c6.5以上の者の割合）

目標項目 現状

50～74歳のよく噛んで食べることができる者の増加

歯周病検診の受診率の向上

妊婦歯科健康診査の受診率の向上

目標項目 現状

20～60歳代男性の肥満者の割合の減少

特定健康診
査結果

R６

幼児期・学童期の虫歯保有率の減少

R6
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  ２ 生活習慣及び社会環境の改善に関する目標  

（１）栄養・食生活  

【概要】  

肥満の者や低栄養傾向の高齢者（BMI２０以下）等の割合が増加傾向にあり、引き続き、

朝食をとることやバランスの良い食事をとること、減塩や野菜の摂取量を増やすなど、正

しい食習慣や適正体重についての普及啓発を行い、市民一人ひとりが、望ましい食生活に

ついての知識を高めていくことが必要です。  

  

【基本的な考え方】  

市民一人ひとりが、自分の食生活・食習慣に関心を持ち、自分に合った食事内容や量を

理解して、正しい食習慣を継続できるよう支援します。  

また、子どもの頃から規則正しい食生活を身につけることが重要であるとともに、生活

習慣病の予防をするため、規則正しいバランスのとれた食事について効果的に啓発をして

いきます。高齢期では、低栄養やフレイルについて啓発していくなど、ライフステージに

応じた食生活・食習慣、栄養に関する取り組みを進めます。  

  

【目標と方向性】  

個人にとって、適切な量と質の食事をとっているかどうかの代表的な指標は健診データ

です。健診データについての目標項目は、「１．生活習慣病の発症予防と重症化予防」の項

で掲げているため、栄養・食生活については適正体重を中心に目標を設定します。  

  

①適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）  

  

体重は、ライフステージを通して、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連が強

く、特に肥満は、がん・循環器疾患・糖尿病等の生活習慣病との関連があります。また、

若年女性のやせは、低出生体重児出産のリスク等との関連があります。  

適正体重については、ライフステージごとの目標を設定し、適正体重の維持を促進します。  

   

ア ２０～６０ 歳代男性の肥満者の割合の減少  

 

イ ４０～６０ 歳代女性の肥満者の割合の減少  

     本市の２０～６０歳代男性の肥満者も、４０～６０歳代の女性の肥満者も増加し

ています。今後は、「第４期潮来市国民健康保険データヘルス計画」に基づき、保健

事業を展開し肥満者の減少に努めます。  
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ウ 若年女性（２０～３０歳代）のやせの減少  

     若年女性のやせは、排卵障害（月経不順）や女性ホルモンの分泌低下、骨量減少

と関連することがわかっており、また、低出生体重児を出産するリスクが高いこと

も報告されています。次世代の健康を育むという観点からも、ライフステージ及び

健診データ、母子保健事業の中で、科学的根拠に基づいた保健指導に努めます。  

 

エ 肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生の肥満傾向児）  

     子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告があります。  

本市の統計では肥満度２０％以上の肥満傾向児の割合は全国、県の平均と比較して

も高い状態が続いています。  

子どもの肥満については、従来から学校における健康診断に基づく健康管理指導

や体育等の教育の一環として、肥満傾向児を減少させる取り組みが行われています。

学校保健安全委員会等を通して養護教諭と肥満傾向児の状況把握と改善に向けた取

り組みを継続していきます。  

さらに、今後は肥満を予防するため、幼少期から健やかな生活習慣を身につけら 

れるよう、母子保健事業の内容を充実させるとともに、認定こども園、学校を通じて

子どもの健康教育に取り組み、保護者への支援と合わせて家庭に向けた支援に努め

ます。  

  

オ 低栄養傾向(BMI２０以下)の高齢者の割合の減少  

     高齢期の適切な栄養は、生活の質（QOL）のみならず、身体機能を維持し生活機能

の自立を確保する上でも極めて重要です。  

高齢者の「低栄養傾向」の基準は、要介護及び総死亡リスクが統計学的に有意に 

高くなる BMI２０以下が指標として示されました。  

本市の６５歳以上の BMI２０以下の割合は、減少傾向となっています。今後、高齢

化に伴い増加することも考えられるため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施事業を継続するとともに、地域包括支援センターと連携し、高齢者の低栄養予防を

推進します。  
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【必要な施策】  

①生活習慣病の発症予防のための取り組みの推進  

★ライフステージ、ライフコースに対応した栄養指導の実施  

〇健康教育（ウェルカムベビー教室、4・7 か月育児相談、１歳育児相談、幼児健診、離

乳食教室）  

○健康相談（妊娠届出時、妊産婦・乳幼児相談）  

○認定こども園や小中学校との課題の共有（学童期）  

○学齢期の保健指導  

○家庭訪問や健康相談、結果説明会、健康教育など、それぞれの特徴を生かしたきめ細 

やかな保健指導の実施  

   

②生活習慣病の重症化予防のための取り組みの推進  

○管理栄養士による専門性を発揮した栄養指導の推進  

○健康診査結果に基づいた栄養指導の実施  

○糖尿病や慢性腎臓病など、医療による薬物療法とともに食事療法が必要となる対象者 

への栄養指導の実施  

  

③関係機関との連携  

〇認定こども園、小中学校との課題共有、対策の検討  

〇関係機関、関係各課との連携  

 

㉖ 12歳　　　37.4％ 減少 学校保健統計 1.6 114 1

No 目標 評価資料 3 139 9

㉗ 35.9% R6 減少
生活習慣病予

防健診・特定健

康診査結果

㉘ 21.7% R6 減少
特定健康診査

結果

㉙ 18.2% R6 15%
生活習慣病予

防健診
15.0%

㉚ 男児　　5.9% R6 減少

㉛ 女児　　 5.3% R6 減少

㉜ 17.7% R6 13%
特定・高齢者健

康診査
13.0%

㉝ 6.5% R6 15%
骨粗しょう症

検診結果
15.0%

No 目標 評価資料

㉞ 55.0% R6 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

目標項目 現状

20～60歳代男性の肥満者の割合の減少

40～60歳代女性の肥満者の割合の減少

若年女性（20～30歳代）のやせの減少

低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の減少

骨粗しょう症検診の受診率の向上（１９～70歳）

目標項目 現状

日常生活における歩数の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
する者の割合の増加）

R６

幼児期・学童期の虫歯保有率の減少

肥満傾向にある子どもの割合の減少　　　　　　　　　　　　　　　　
（小学5年生の中等度・高度肥満傾向児の割合）

学校保健統計
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（２）身体活動・運動  

【概要】  

身体活動・運動量の多い人は、少ない人と比較して循環器疾患やがん、ロコモティブシ

ンドロームなどの発症リスクが低いことがわかっています。  

さらに、身体活動が高齢者の運動機能や認知機能などと関係することも明らかになって

います。  

多くの人が無理なく日常生活の中で、運動を実施できる身体機能を維持するための正し

い情報や運動の機会、環境を整えることが必要です。  

※ロコモティブシンドロームとは  

  加齢に伴う筋力の低下や関節、脊椎の病気などにより、運動器の機能が衰えて要介護や寝たきりに 

なってしまう危険が高くなった状態のこと。  

  

【基本的な考え方】  

健康増進や体力向上のために身体活動量を増やし、運動を実施することは、個人の抱え

る多様かつ個別の健康課題の改善につながります。  

主要な生活習慣病予防と共に、ロコモティブシンドロームによって、日常生活の営みが

困らないようにするためには、身体活動・運動が重要になってきます。  

  

【目標と方向性】  

①日常生活における歩数の増加  

②運動習慣者の割合の増加  

  

歩数は比較的活発な身体活動の客観的な指標です。  

身体活動の状況は、特定健康診査受診者に対して日常生活において歩行又は同等の身体

活動を１日１時間以上実施しているかを確認していますが、実施している者の割合は、男

女ともに増加しています。  

また、同様に運動習慣についても確認していますが、１日３０分以上の軽く汗をかく運

動を、週２日以上１年以上実施している者の割合は、男女ともに増加しています。  

 今後は、ライフステージごとの生活環境の特性に合わせた生活活動及び継続的な運動習慣

の持続ができるよう、身近な場所で運動できる環境や、歩行と同様、年間を通して多くの

人が気軽に運動に取り組むことができる環境を、関係機関と連携して整えるとともに、情

報提供に努めます。  
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【必要な施策】  

①身体活動量の増加や運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発の推進  

○ライフステージや個人の健康状態に応じた適切な運動指導の実施  

○「ロコモティブシンドローム」についての知識の普及  

  

②身体活動及び運動習慣の向上の推進  

〇関係各課や関係機関と連携した健康づくりやスポーツの推進  

〇関係各課や関係機関が実施している事業への勧奨  

〇いばらきヘルスケアポイント事業（元気アっプ！リいばらき）への利用を含めた 

健康・スポーツポイント事業等への参加による運動習慣の取り組みの推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

㉝ 6.5% R6 15%
骨粗しょう症

検診結果
15.0%

No 目標 評価資料

㉞ 55.0% R6 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

㉟ 41.5% R6 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

40.0% 29.3

No 目標 評価資料

㊱ 男性　　24.7% R6 減少 10.0%

骨粗しょう症検診の受診率の向上（１９～70歳）

目標項目 現状

日常生活における歩数の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
する者の割合の増加）

40～74歳の運動習慣者の割合の増加

目標項目 現状

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの割
合の低減（1日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20

ｇ以上の者）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム
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（３）飲酒  

【概要】  

アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方、陶酔性、慢性飲

酒による臓器障害、依存性、妊婦を通じた胎児への影響等他の一般食品にはない特性を有

します。  

また、がん、高血圧、脂質異常症、脳出血などは、１日平均飲酒量と共に発症率が上昇

することがわかっているため、飲酒の影響に関する正しい知識の普及・啓発に努める必要

があります。  

  

【基本的な考え方】  

アルコールと健康問題について適切な判断ができるよう、生活習慣病のリスクの少ない

飲酒や、子どもの発達（胎児も含む）や健康の影響などについて、正確な知識を普及する

必要があります。  

  

【目標と方向性】  

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低減  

 

本市において生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、令和６年度で

男性は 24.7％、女性は 25.0％と増加しています。  

今後は、個人の健診データで異常値の重なりと飲酒量を確認しながら、保健指導を行い、

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の割合の低減に努めます。  

 

 

  

【必要な施策】  

①飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進  

○各種保健事業の場での教育や情報提供  

（母子健康手帳交付、ウェルカムベビー教室、育児相談、結果説明会等）  

②飲酒による生活習慣病の予防の推進  

○生活習慣病予防健診、特定健康診査の結果に基づいた、適度な飲酒への個別指導の実 

施  

㉟ 41.5% R6 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

40.0% 29.3

No 目標 評価資料

㊱ 男性　　24.7% R6 減少 10.0%

㊲ 女性　　25.0% R6 減少 10.0%

No 目標 評価資料

㊳ 男性　　22.0% R6 減少 12.0%

40～74歳の運動習慣者の割合の増加

目標項目 現状

目標項目 現状

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの割
合の低減（1日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20

ｇ以上の者）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム

成人の喫煙率の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（喫煙をやめたい者がやめる）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム
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（４）喫煙  

【概要】  

たばこによる健康被害は、がん、循環器疾患、ＣＯＰＤ、糖尿病、周産期の異常の原因

になり、受動喫煙も虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器疾患、乳幼児突

然死症候群（SIDS）の原因になります。  

そのため、たばこが体に及ぼす影響についての周知を図るとともに、引き続き、受動喫

煙対策を進めることが必要です。  

※ＣＯＰＤとは…慢性閉塞性肺疾患といい、たばこの煙を主とする有害物質を長期に吸入することで生

じた肺の疾患  

  

【基本的な考え方】  

喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の確立した原因となっています。そのため、が

ん、循環器疾患、COPD、糖尿病等の予防において、たばこと健康の正しい知識を普及する

ことが重要です。  

 また、妊娠中の喫煙は、妊婦の妊娠合併症などのリスクを高めるだけでなく、胎児の発育

遅延や低出生体重、出生後の乳幼児突然死症候群（SIDS）の発症リスクとなることから、

妊娠中のたばこが及ぼす影響や危険性の啓発を図ることが必要です。  

  

【目標と方向性】  

①成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる）  

②妊婦の喫煙率の減少  

  

特定健康診査受診者の喫煙率の推移をみると、令和 6 年度で男性は 22.0％で減少し、女

性は 6.1％と平成３０年度から横ばい傾向です。 

たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意思だけでは、やめたくてもやめ

られないことが多いですが、今後は喫煙をやめたい人に対する禁煙支援と同時に、健診デ

ータに基づき、より喫煙によるリスクが高い人への支援を行い、喫煙率の低下に努めます。  

また、妊婦の喫煙状況については母子健康手帳発行時に確認していますが、令和 6 年は

2.5％となっています。   

今後も継続して、妊娠中のたばこの影響について正しい知識の普及を図ります。 
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【必要な施策】  

①喫煙のリスクに関する教育・啓発の推進  

○保健事業の場での禁煙の助言や情報提供  

（母子健康手帳交付、ウェルカムベビー教室、育児相談、結果説明会等）  

  

②禁煙支援の推進  

○生活習慣病予防健診、特定健康診査の結果に基づいた、禁煙支援・禁煙治療の個別指 

導の実施  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊲ 女性　　25.0% R6 減少 10.0%

No 目標 評価資料

㊳ 男性　　22.0% R6 減少 12.0%

㊴ 女性　　 6.1% R6 減少 12.0%

㊵ 2.5% R6 0% 妊娠届出

No 目標 評価資料

㊶ 28.5% R6 20%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

20.0%

目標項目 現状

妊婦の喫煙率の減少

目標項目 現状

睡眠による休養を十分とれていないものの割合の減少

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの割
合の低減（1日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20

ｇ以上の者）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム

成人の喫煙率の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（喫煙をやめたい者がやめる）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム
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（５）休養  

【概要】  

  日々の生活においては、睡眠や余暇が重要であり、十分な睡眠や余暇活動は、心身の健

康に欠かせません。  

  十分な睡眠をとり、ストレスと上手に向き合うことは、こころの健康に欠かせない要素

であるとともに、慢性的な睡眠不足は肥満や高血圧、糖尿病、心疾患や脳血管疾患の発症

リスクを高めることがわかってきました。そのため、休養を日常的に取り入れた生活習慣

を確立することが重要です。  

  

【基本的な考え方】  

さまざまな面で変動の多い現代は、家庭でも社会でも常に多くのストレスにさらされ、

ストレスの多い時代といえます。  

労働や活動等によって生じた心身の疲労を、安静や睡眠等で解消することにより、疲労

からの回復や、健康保持を図ることが必要になります。  

  

【目標と方向性】  

① 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少  

 

本市において十分な睡眠がとれていない者の割合をみると、令和 6 年度は 28.5％と増加

しています。 今後も、健康づくりのための睡眠について正しい知識の普及を図ります。 

 

 

 

【必要な施策】  

①睡眠と健康との関連等に関する教育の推進  

○保健事業の場での教育や情報提供  

   

 

 

 

 

 

㊵ 2.5% R6 0% 妊娠届出

No 目標 評価資料

㊶ 28.5% R6 20%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

20.0%

㊷

㊸

妊婦の喫煙率の減少

目標項目 現状

睡眠による休養を十分とれていないものの割合の減少
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（６）健康を支える環境づくり  

【概要】  

健康は個人の意識や行動のみならず、所得や教育、職業など社会経済的状況に影響を受

け、社会経済的に不利な立場の人々に健康問題が生じている可能性が指摘されています。

人口減少や少子高齢化の時代を迎える状況の中で、国の新たな方針として「誰一人取り残

さない健康づくり」が加わり、その推進に当たっては、時代に即応した事業を取り入れた

健康づくりの推進が必要です。  

  

【基本的な考え方】  

健康づくりは、元来、市民一人ひとりが主体的に取り組むものですが、個人の力だけで

達成できるものではありません。個人の力と併せて社会全体として個人の行動変容を支援

していく環境を整備することが重要です。  

このため、市民の生活に密接に関連している関係者がそれぞれの特性を活かし、それぞ

れの役割を明確にして連携・協働を図り、効果的に健康づくりに取組むことにより健康意

識の向上を図ります。  

  

【目標と方向性】  

市民一人ひとりが健康に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り組めるよう、地域組織・

関係団体が積極的に健康づくりに取り組めるよう、社会環境を整備します。  

健康づくりを通して、人と人とのつながりや、市民の社会活動への積極的な参加などを

促進します。  

また、健康に無関心な人も自然に健康づくりの行動がとれる環境づくりを目指します。  
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※ヘルスリテラシーとは  

「健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力」のこと。  

自身の健康について考え、たくさんの健康情報の中から適切な情報を見極めて使いこなすこと。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

年1回の健診（検診）の受診
正しい知識に基づいた健康づくりの実践

健康づくりを実践する場・機会の提供
地域住民への健康づくりの普及啓発

ライフステージに応じた生活習慣形成のための健康教育・指導の実施
家庭・地域と連携した健康づくりの推進

がん検診・特定健康診査や各種健康増進事業等の実施

地域への健康づくり普及啓発

地域の健康情報収集及び健康課題の分析

正しい情報発信によるヘルスリテラシーの向上の普及啓発等

関係団体 健康づくりに関する知識や技術の普及啓発活動

個人・家庭

地域社会

学校（教育機関）

市
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【必要な施策】  

①健康管理の意識向上  

○情報連携による健康意識の向上（PHR：生涯型電子カルテ）  

※ＰＨＲとは  

「Personal Health Record（パーソナルヘルスコード）」の略称で、個人の医療や健康、介護に関する

情報を自らが一元的に保管・管理する仕組みで、個人情報を保管・管理する一例として、母子健康手

帳やお薬手帳など が挙げられます。  

  

②自然に健康になれる環境づくり  

〇関係機関・関係各課と連携した健康づくりの推進  

〇広報や SNS を活用した健康づくり情報の発信  
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第６章 計画の推進  

 

１ 健康増進に向けた取り組みの推進  

（１）活動展開の視点  

健康増進法は、第２条において各個人が生活習慣への関心と理解を深め、自らの健康状

態を自覚して、生涯にわたって健康増進に努めなければならないことを国民の責務とし、

第８条において市町村は健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努め

るものとしています。  

一人ひとりの身体は、今まで生きてきた歴史や社会背景、本人の価値観によって作り上

げられてきているため、画一的なものではありません。各個人の生活状態や地域特性、能

力、ライフステージに応じた主体的な取り組みを重視するとともに、確かな自己管理能力

が身につくための支援を本計画に沿って積極的に推進します。  

  

（２）関係機関との連携  

本計画を推進するためには、関係各課等の連携が必要です。また、地域の医師会や歯科

医師会、薬剤師会等に加え、健康づくりを推進する関係団体とも十分に連携を図りながら、

関係機関、関係団体、行政等が協働して進めていきます。  

  

２ 計画の進行管理  

本計画の進行管理は、毎年行います。進行管理を行うにあたっては、目標値の進捗状況

を自己評価し、それらの評価結果をとりまとめて、関係機関に報告します。評価結果をも

とに、目標達成に向けての改善点などを検討します。  

  

３ 健康増進を担う人材の資質向上  

保健師や管理栄養士といった専門職は、ライフステージに応じた健康増進を推進してい

くために、健康状態を見るうえで最も基本的データである、健診結果を見続けていく存在

です。  

地域の生活背景も含めた健康実態と特徴を明確化し、地域特有の文化や食習慣と関連付

けた解決可能な健康課題を抽出し、市民の健康増進に関する施策を推進するためには、地
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区担当制による保健指導等の健康増進事業の実施が必要になります。  

そのためには、資質の向上が不可欠です。保健師や管理栄養士等の専門職は、最新の科

学的知見に基づく研修や学習会に積極的に参加し、効果的な保健指導を展開することがで

きるよう資質の向上に努めていきます。 
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【参考】 潮来市の目標設定一覧 

 

 

 

 

 

 

No 目標 評価資料 国

① 男性 1.06

② 女性 1.08

③ 胃がん 7.1%

④ 肺がん 9.7% 26.667

⑤ 大腸がん 10.7%

⑥ 子宮頸がん 20.8%

⑦ 乳がん 24.9%

⑧ 男性　　1.35

⑨ 女性　　1.26

⑩ 男性　　1.24

⑪ 女性　　1.14

⑫ 23.2% 20%以下

⑬ 8.0% 6.75% 25%減 2.25 6.75

⑭ 31.3% 減少

⑮ 39.5% 45%

⑯ 44.3% 60%

⑰ 5人 減少
市身体障害者

手帳申請者

⑱ 54.2% 75%

⑲ 1.50% 減少

⑳ 11.2% 減少

No 目標 評価資料

㉑ 89.6% 80%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

目標項目 現状

高血圧の改善（140/90mmHg以上の者の割合の減少）

脂質異常症の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合）

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

特定健康診査の受診率の向上

特定保健指導の実施率の向上

糖尿病の合併症の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）

治療継続者の割合の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（HbA1c6.5以上の者のうち治療中と回答したものの割合）

血糖コントロール不良者の減少（HbA1c8.0以上の者の割合
の減少）

糖尿病有病者の増加の抑制　（HbA1c6.5以上の者の割合）

目標項目 現状

50～74歳のよく噛んで食べることができる者の増加

標準化死亡比（SMR)の減少
H31(R1)

～R5 減少
茨城県市町村

別健康指標

がん検診の受診率の向上 R6 増加 地域保健報告

脳血管疾患・心疾患の標準化死亡比の減少

脳血管疾患

H31(R1)

～R5 減少
茨城県市町村
別健康指標

心疾患

特定健康診
査結果

特定健康診
査結果

R6

R6
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⑳ 11.2% 減少

No 目標 評価資料

㉑ 89.6% 80%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

㉒ 7.5% 増加 歯周病健診結果 妊婦歯科受診件数R5年度届出数（転入含まず）

㉓ 31.1% 増加 妊婦歯科健診結果 50 114

㉔ 1歳6か月児　　0％ 減少 母子保健報告 健診受診者数むし歯あり

㉕ 3歳児　　　5.9％ 減少 母子保健報告 1.6 114 1

㉖ 12歳　　　37.4％ 減少 学校保健統計 3 139 9

㉗ 35.9% 減少
生活習慣病予

防健診・特定健

康診査結果

㉘ 21.7% 減少
特定健康診査

結果

㉙ 18.2% 15%
生活習慣病予

防健診
15.0%

㉚ 男児　　5.9% 減少

㉛ 女児　　 5.3% 減少

㉜ 17.7% 13%
特定・高齢者健

康診査
13.0%

㉝ 6.5% 15%
骨粗しょう症

検診結果
15.0%

㉞ 55.0% 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

㉟ 41.5% 増加
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

40.0% 29.3

㊱ 男性　　24.7% 減少 10.0%

㊲ 女性　　25.0% 減少 10.0%

㊳ 男性　　22.0% 減少 12.0%

㊴ 女性　　 6.1% 減少 12.0%

㊵ 2.5% 0% 妊娠届出

㊶ 28.5% 20%
特定健診デー

タ管理・KDB

システム

20.0%

糖尿病有病者の増加の抑制　（HbA1c6.5以上の者の割合）

目標項目 現状

50～74歳のよく噛んで食べることができる者の増加

歯周病検診の受診率の向上

妊婦歯科健康診査の受診率の向上

20～60歳代男性の肥満者の割合の減少

40～60歳代女性の肥満者の割合の減少

若年女性（20～30歳代）のやせの減少

低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の減少

骨粗しょう症検診の受診率の向上（１９～70歳）

日常生活における歩数の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
する者の割合の増加）

40～74歳の運動習慣者の割合の増加

妊婦の喫煙率の減少

睡眠による休養を十分とれていないものの割合の減少

特定健康診
査結果

幼児期・学童期の虫歯保有率の減少

肥満傾向にある子どもの割合の減少　　　　　　　　　　　　　　　　
（小学5年生の中等度・高度肥満傾向児の割合）

学校保健統計

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの割
合の低減（1日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20

ｇ以上の者）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム

成人の喫煙率の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（喫煙をやめたい者がやめる）

特定健診デー

タ管理・KDB

システム

R6

R6


